
令和３年１月 22 日  
 保護者の皆様へ 

美祢市教育委員会学校教育課長  
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う対応について 
 

皆様には、新型コロナウイルス感染症に係る対応に御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。 

 さて、山口県内においても、クラスターと呼ばれる感染者の集団が確認されるなど、全国的

に感染者が増加しています。そのような中、山口県教育委員会から県立学校に対して「同居の

家族等に発熱等の風邪症状がみられる場合には、児童生徒は自宅で休養し登校しない」よう指

示が出されました。美祢市教育委員会としては、市内の感染状況に鑑み、現状では下記１の対

応とします。御家庭におかれましても、御協力くださいますよう改めてお願いします。 

なお、市内小中学校関係者（教職員も含む）に感染が確認された場合には、以前にお知らせ

したように下記２及び別紙を基本とし、保健所と連携しながら対応いたしますのでよろしくお

願いします。併せて、児童生徒や御家族に感染が確認された場合や感染が疑われＰＣＲ検査等

を行うことになった場合には、直ちに学校まで（夜間、休日等は市役所夜間受付〈５２－１１

１０〉まで）御連絡ください。 

 

記 

 

１ 同居の家族等に発熱等の風邪症状がみられる場合の対応について 

・ 児童生徒に風邪症状がみられなければ登校可能とします。 

・ 不安に感じる場合には学校に相談してください。（休む場合は、出席停止扱いとします） 

２ 市内小中学校関係者(教職員も含む)に感染者が確認された場合の対応について 

（１）児童生徒等の感染が確認された場合について 

・ 前日 20 時までに確認された場合、当該校は翌日から休校等の措置をとります。 

・ 学校不在(夜間、休日等)の場合は、市役所夜間受付(52-1110)に連絡ください。 

・ 当日(登校時)の場合は、当該校の児童生徒は保護者引渡しによる下校、翌日からは休

校等の措置をとります。（いずれの場合も、メール配信等でお知らせします。） 

・ 感染の状況によって対応が異なります。具体的には学校からお知らせします。 

（２）情報の管理等について 

 ・ 児童生徒等の感染が確認された場合、関係する保護者の皆様にのみ、通知（メールを

含む）します。また、新たな情報提供の必要が生じた場合には、学校長を通じてメール

配信等でお知らせする予定です。 

  ・ 「お子様が濃厚接触者である」と保健所が判断した場合に限り、保健所から該当する

児童生徒の保護者あてに連絡が入ります。 

※保健所の要請があった場合、学校から保健所に保護者の連絡先を伝えさせていただき

ますので御了承ください。 

   ※お子様が感染することへの不安、また、他人に感染させるのではないかという不安で

登校を見合わせる場合は、出席停止とし、欠席扱いにはなりません。 

  ・ 情報の取扱いにつきましては、感染した児童生徒や御家族への配慮をお願いします。

また、人権的な観点からも、偏見、差別、中傷する行為等は厳に慎むよう、御家庭でも

御指導をお願いします。 
美祢市教育委員会事務局 学校教育課 

TEL 0837-52-1118 


